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 ２月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日 令和７年２月１７日（月） 

開 催 日 時 午後２時４５分 

開 催 場 所 市役所４階庁議室 

出 席 委 員 

教 育 長  江嶋  久典 

委   員  木下  靖郎 

委   員  荒川 富士子 

職務代理者  古田 嘉寿美 

委   員  佐々木 美徳 

委   員  山崎  清男 

出 席 参 与 

教 育 次 長 瀬口 英隆 

学 校 教 育 課 長 阿部 一徳 

博 物 館 長 長澤 正之 

咸宜園教育研究センター長 吉田 博嗣 

兼 世界遺産推進室長 

学 校 給 食 課 長 本川  明 

教 育 総 務 課 長 伊藤 恭子 

社 会 教 育 課 長 信岡 謙介 

淡 窓 図 書 館 長 川邉 好美 

文化財保護課長 片桐 由美 

スポーツ振興課長 古城 智浩 

人権・部落差別解消教育課長 杉野淳太郎 

書 記 教育総務課 総務企画係 主幹(総括) 渡辺 寛幸 

附 議 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２号 日田市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

議案第３号 令和６年度日田市一般会計補正予算教育費及び災害

復旧費について 

議案第４号 日田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する

条例の制定について 

議案第５号 令和７年度日田市一般会計予算教育費について 

報告第２号 令和７年１月期寄附採納について 

報告第３号 令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査に

ついて 
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教 育 長 

 

 

 

 

ただ今から２月定例教育委員会を開催いたします。 

初めに、１月定例教育委員会の議事録の確認でございますが、

変更はありませんか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 ご了解いただきましたら、本会議終了後に署名をお願いいたし

ます。 

 続きまして、教育長の一般報告につきましては、お手元に配布

しております資料により報告とさせていただきます。 

ただ今から議事に入りますが、議案第２号から第５号までにつ

きましては、本委員会の意思形成過程の段階にある案件であり、

現時点で外部に公表しますと誤解を招くおそれがあることから、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項及び日

田市教育委員会会議規則第１４条第１項の規定により、審議を非

公開としたいと思いますが、ご異議ございませんか。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

それではご異議なしということで、議案第２号から第５号まで

につきましては、非公開審議といたします。 

本日の議事進行は、公開による報告を行ったのち、その後に非

公開による審議を行うこととしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、初めに報告事項について説明をお願いします。 

まず、報告第２号 令和７年１月期寄附採納についてお願いし

ます。 

 

議案集の７５ページをお願いいたします。 

報告第２号 令和７年１月期寄附採納についてでございます。 

地区寄附の採納が、１団体１件でございまして、光岡小学校育

友会様から光岡小学校へ、折りたたみ椅子２００脚、２３３万 

６,４００円相当のご寄附をいただいております。 

光岡小学校の学校創立１５０周年記念として育友会からご寄附

があったものでございます。 

１月につきましては以上１件、物品相当額２３３万６,４００

円のご寄附でございました。 

報告第２号につきましては、以上でございます。 

 

ただ今の報告につきまして、何かご質疑等ございませんでしょ

うか。ご寄附を大変ありがとうございます。 

次に、報告第３号 令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣

等調査についてお願いします。 
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別冊４「令和６年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査につ

いて」をお願いいたします。 

１ページをお願いいたします。調査の概要です。 

調査の目的は、国が子どもの体力の向上に係る施策の成果と課

題を検証し改善を図ること、各教育委員会が子どもの体力の向上

に関する継続的な検証改善サイクルを確立すること、各学校が学

校における体育・健康等に関する指導などの改善に役立てること

となっております。 

調査の実施期間は、令和６年４月から７月まで、調査対象は小

学校５年男女、中学校２年男女になります。 

本市におきましては小学校５年男子が２３１人、女子が２２９

人、中学校２年男子が２６２人、女子が２６９人となっておりま

す。 

調査内容は、体力運動能力に関する調査項目と、運動習慣等に

関する項目があります。 

体力運動能力につきましては、全身持久力を測る２０ｍシャト

ルランや瞬発力を測定する５０メートル走など、実技に関する項

目が８項目と、それを合計点とする体力の総合評価があります。 

２の用語の解説として、Ｔ得点という用語が出てきますが、こ

れは全国平均値に対する相対的な位置を示す得点であり、全国平

均と同等の場合をＴ得点は５０点とします。 

２ページをお願いします。具体的な結果についてご説明申し上

げます。 

まず、小学校５年生男子です。 

表の太枠のとおり、全国・県平均より上回る種目が握力でござ

います。全国・県のどちらも下回るものはございません。 

Ｔ得点につきましては、すべてが５０を上回る良好な結果と

なっております。左下の種目別レーダーチャートにつきまして

は、上段の表をレーダーチャートにしたものです。 

全国平均を５０とした場合に正８角形となり、日田市のＴ得点

は、黒の太線で表しております。全国平均の点線よりも外向きに

なっていれば良好な結果、内側では課題となっております。 

さらに、正８角形に近いほどバランスのとれた運動能力を有し

ていると見ることができます。小学校５年生男子につきまして

は、全国よりも大きな８角形となっております。右下の体力合計

点につきましては、全国トップレベルにある大分県平均を下回り

ますが、全国平均より上回っているという結果です。 

３ページをお願いいたします。続いて小学校５年生女子です。 

県平均、全国平均の両方を上回る種目は握力、両方下回る種目
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は立ち幅跳びでした。Ｔ得点は、立ち幅跳びを除き、すべて５０

を上回る結果となっております。 

種目別のレーダーチャートにつきましては、握力、ソフトボー

ル投げが特に良好な結果となっているため、ややいびつな形と

なっていますが、体力合計点につきましては、全国でトップレベ

ルにある県平均をやや下回りますが、全国平均は上回っていると

いう状況です。 

４ページをお願いします。中学校２年生男子です。 

県平均、全国平均の両方を上回る種目は立ち幅跳びです。逆に

両方を下回る種目は、握力、上体起こし、長座体前屈、ハンド

ボール投げとなっております。Ｔ得点につきましては、４種目が

全国平均以上、４種目が全国平均以下で、合計についてはやや全

国を上回る状況です。 

種目別レーダーチャートにつきましては、バランスのよい８角

形ですが、全体的に小さな８角形となっており、体力合計点につ

きましては、やや全国平均を上回っているという状況でございま

す。 

５ページ、中学校２年生女子です。 

全国、県の両方を上回る種目が立ち幅跳びで、握力以外の項目

では両方下回るという結果でした。Ｔ得点については、握力と立

ち幅跳びは５０を超えたものの、反復横とびと５０メートル走に

ついては４７点台ということで、課題が見られました。 

種目別レーダーチャートは小さな８角形になり、体力合計点に

つきましても県、全国平均ともに下回りました。 

６ページには運動能力総合評価を示しており、Ｃ以上の市の割

合が全国を上回るものを太枠で示しております。 

例えば小学校５年生男子です。 

全国のＡＢＣを足すと６４．１％になりますが、日田市のＡＢ

Ｃを足すと７２．１％となりますので、小学校５年男子では、Ｃ

以上の児童生徒の割合が全国を上回っているという結果で見るこ

とができます。 

ただし、中学校女子については、日田市は全国を少し下回ると

いう状況になっています。 

体力と運動能力を支える運動習慣につきましては、７ページを

ご覧ください。太枠が県・全国より高い項目、網掛けは県・全国

より低い項目となっています。 

まず、上段の小学校５年生です。 

運動能力調査では、男女ともに良好な結果でしたが、運動、生

活習慣では網かけが目立ちました。一番下の運動への意欲の項目
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については、下回っている割合はわずかですが、中段の朝食を毎

日食べる、睡眠時間が１日８時間以上、それからメディア等の視

聴時間が１日３時間以上という生活習慣に関する項目で、県や全

国よりも割合の差が大きく、特にメディア等の使用については、

男女とも５％以上の差が見られました。 

下段の中学校２年生についてです。運動能力調査では課題が見

られた中２女子ですが、運動への意欲面で太枠が見られたことか

ら、運動に対する意識や運動を楽しむ生徒の育成はできていると

いう状況でございます。 

課題は、男女とも共通で、小学校と同様に生活習慣についてで

す。やはりメディアの視聴時間が全国や県と大きな差がありま

す。特に女子は、かなり大きな差となっているところです。 

調査対象学年が異なる全国学力学習状況調査、小学校６年生と

中学校３年生が同じようなアンケートに答えるのですが、ここで

も同様の結果が見られております。 

メディアの時間の多さが睡眠時間の減少や学習時間、運動に親

しむ時間の減少にも繋がっていると考えられることから、メディ

アの視聴については、大きな課題の１つと捉えているところで

す。 

８ページをお願いします。分析及び課題として、上段の表は、

５年間の日田市の平均値が全国平均を上回る項目数を載せており

ます。令和６年度の結果につきましては、小学校５年男子から中

学校２年女子まで、先ほど申し上げた通りです。 

中学校２年女子につきましては、年々全国を上回る項目が減少

していることは気になるところですが、運動意欲は高い数値を示

していたことから、学校での体育の授業は、運動に親しむ機会と

して十分に保障できていると考えているところです。 

下段の体力運動能力の総合評価Ｃ以上については、安定して超

えている学年が多く、全体的に良好な結果となっています。 

生活運動習慣については、先ほど報告したとおりです。 

９ページをお願いします。結果を受け、具体的な対策として教

育委員会がすること、各学校が取り組むこと、家庭・地域に協力

をお願いすることの３つで項目立てをしております。 

市教委としましては、校長会や体育主任会において、重点項目

の設定や提示をすること、それから研究指定校の成果を周知して

全体的に体力向上を図っていくことです。 

学校においては、運動の楽しさや喜びを味わわせ、運動への愛

好度を向上させる取組の推進に継続して取り組んでいきます。 

メディア等のスクリーンタイムや睡眠時間の改善については、
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学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

家庭における学習時間の向上とあわせて、家庭・地域と連携して

取り組んでいく必要があると考えておりますことから、指導主事

が参加する学力向上会議の中でも、家庭・地域への協力を呼びか

けてまいります。 

報告第３号は以上でございます。 

 

ただ今の報告につきまして、何かご質疑等はございませんで

しょうか。 

 

各学校における一校一実践の推進とありますが、これは現在ど

れくらい取り組まれているのでしょうか。 

 

すべての学校で、この体力調査の前年度の結果を受けて、例え

ば走力に課題があればその走力を補うような実践を、３０校すべ

てが行っております。 

 

メディア等の視聴が１日３時間以上というのは、平日や祝日な

どに関わらず、平均ということでいいですか。 

 

調査の項目はこの表現になっていますので、平日も含めて平均

と捉えているところです。 

 

視聴時間はかなり多いと思います。学力とも比例していると思

うのです。保護者として言うと、学校の宿題も今はかなり少なく

て、子どもが家でやることがないと。そうすると、すぐメディア

を見てしまうのが実情ではないかと思います。 

親が共働きで忙しいとか、いろんな問題があると思うのですけ

れども、やはり生活習慣というのは家庭ですから、先生たちが一

生懸命に学校で勉強を教えても、家でこの状態だったら結局はリ

セットされてしまうのかなと。各家庭の大きな悩みの１つです

ね。 

 

学校としてはこの実態を適切に、家庭や地域と一緒に課題を共

有して、学校ができることと家庭で一緒にやって欲しいことを学

校側も明確に示す必要があると思っています。市も保護者の皆様

に、学校とともに協力をお願いしていくことが必要だと考えてい

るところです。 

 

その他ございませんでしょうか。 
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教 育 長 

 

 

古 田 委 員 

 

スポーツ振興課長 

 

 

それではないようでございましたら、これから非公開の審議に

移りたいと思います。 

よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは審議に入ります。議案第２号 日田市スポーツ施設の

設置及び管理に関する条例の一部改正について説明をお願いいた

します。 

 

議案集は１ページから５ページです。 

まず、概要につきまして３ページをお願いいたします。 

本案は、天瀬町五馬市にございます日田市五馬弓道場の廃止に

当たり、所要の措置を講ずるものでございます。 

２に廃止の理由を記載しております。 

日田市五馬弓道場につきましては、昭和５５年の建設から４４

年が経過し、老朽化が進んでおります。現在、利用者はなく、今

後の活用見込みもございません。また、日田市公共施設等総合管

理計画におきまして、廃止の方針が決定しているものであり、今

回同施設の解体を行うものでございます。 

建物の概要としまして、場所は日田市天瀬町五馬市２１６６番

地５、５ページに位置図がございます。日田市天瀬振興局五馬出

張所の北側に位置しております。 

構造は木造平屋、床面積は７７㎡で、老朽化に伴い、１０年以

上利用のない状況でございます。 

今回条例改正をお願いします内容としましては、日田市スポー

ツ施設の設置及び管理に関する条例第２条で、スポーツ施設の名

称と位置を規定しております別表第１から五馬弓道場に関する項

目を削除するものでございます。 

今後のスケジュールにつきましては、本条例改正案と後ほど説

明いたします補正予算を３月議会に提出しまして、令和７年度中

に解体を行う予定としております。 

以上でございます。 

 

ただ今説明のありました議案第２号につきまして、ご質疑等は

ございませんでしょうか。 

 

地域の方などからの同意はあるのでしょうか。 

 

今回の件につきましては、地元の意向の確認、自治会長を通し

て説明申し上げております。 

そのほか、かつてここで練習をしていました藤蔭高校弓道部に
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確認しましたが、今後使用する見込みがないこと、その理由とし

ては管理が厳しいということで、廃止に対する確認は行っており

ます。 

 

ほかにございませんか。 

では、議案第２号につきましては原案の通り可決してよろしい

でしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第２号 日田市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

の一部改正については、原案の通り可決されました。 

次に、議案第３号 ３月補正予算関係について、各課ごとに説

明をお願いします。 

 

議案集の６ページになります。 

議案第３号 令和６年度日田市一般会計補正予算教育費及び災

害復旧費についてでございます。 

総体的なことを少しご説明させていただきます。 

今回の３月補正では、年度末を迎えまして、各事業に要しまし

た費用の確定及び決算見込みに伴います計数整理が主なものでご

ざいますが、あわせまして、本年度で終了となります合併特例債

を活用するため、次年度で予定しておりましたいくつかの工事や

修繕等につきまして、前倒しして３月の補正予算で予算編成を行

い、次年度へ繰り越しを行うこととしております。 

具体的な内容につきましては、別冊１の資料でご説明させてい

ただきます。 

今回の補正は１２月補正後の教育費予算の総額４０億８,０６１

万５,０００円に、１億６４６万３,０００円を追加し、補正の総

額を４１億８,７０７万８,０００円とするものでございます。補

正の理由につきましては、各担当課からご説明させていただきま

す。 

まず、教育総務課でございます。別冊１の１ページをお願いい

たします。№１ スクールバス管理運営事業でございます。 

本事業は、学校統廃合等により遠距離通学となった児童生徒の

安心・安全な通学手段を確保するため運行しているスクールバス

の車両更新を行うものでございます。 

今回の補正予算では、平成１６年に登録しました２６人乗りの

スクールバスについて、老朽化のために買い替えを行うこととし

ておりましたが、当初購入を予定しておりましたハイエースが昨

年１月末から出荷停止となり、購入が困難になったことに伴い、

同じワンボックスタイプのキャラバンに車種を変更したものでご
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ざいます。入札結果により、補正内訳の通り１９５万２,０００円

の減額補正をお願いするものでございます。 

財源につきましては、合併特例事業債を１８０万円減額、それ

に伴い一般財源を１５万２,０００円減額するものでございます。 

参考までに申し上げますと、新しい車両につきましては既に入

札が終わっており、来月３月の上旬に納車予定となっておりま

す。 

続きまして、№２ 小学校管理運営費でございます。 

本事業は、小学校の管理運営に関する費用でございまして、小

学校の維持管理に必要な修繕料、各種点検委託料、光熱水費、工

事請負費などでございます。 

令和７年度に実施予定であった三芳小学校の高圧電気設備更新

工事につきまして、合併特例債を活用することになりましたこと

から、その工事に係る経費の増額補正をお願いするものでござい

ます。三芳小学校の工事費は５４８万７,０００円ですけれども、

今年度実施しました朝日小学校の工事費が２９万９,０００円不用

となっておりますことから、補正額は５１８万８,０００円の要求

となっております。 

財源につきましては、過疎対策事業債を３０万円減額するほ

か、合併特例事業債で５２０万円、一般財源を２８万８,０００円

それぞれ増額するものでございます。 

また、事業スケジュールを記載しておりますけれども、三芳小

学校の工期につきましては、令和７年４月から９月としておりま

すが、ほとんどが機器の納品などの事前準備にかかる期間となっ

ているため、実際の機器交換工事は数日間程度です。ただし、工

事中は終日停電になりますので、実際の工事は夏休み期間中を予

定しているものでございます。 

２ページをお願いいたします。№３ 中学校管理運営費でござ

います。ただ今ご説明いたしました小学校管理運営費の中学校版

でございます。 

令和７年度実施予定であった津江小中学校の高圧電気設備更新

工事につきまして、合併特例債を活用することになりましたこと

から、その工事に係る経費の増額補正をお願いするものでござい

ます。 

津江小中学校の工事費は５３７万７,０００円ですけれども、今

年度に実施しました前津江中学校と戸山中学校の工事費を合わせ

て７６万２,０００円不用となっておりますことから、補正額とし

ては差し引き４６１万５,０００円の要求としております。 

財源につきましては、過疎対策事業債が８０万円減額、合併特
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教 育 長 

 

 

 

学 校 教 育 課 

 

 

例事業債が５１０万円、一般財源が３１万５,０００円それぞれ増

額をするものでございます。 

なお、こちらの交換工事につきましても小学校と同様に、夏休

み期間中を予定しているところでございます。 

続きまして、№４ 中学校施設整備推進事業でございます。 

本事業は、安心、安全で充実した教育環境を確保するため、施

設の長寿命化を基本として、計画的に大規模改修等を行うもので

ございます。 

今回の補正予算では、三隈中学校の武道場改修工事の事業費の

確定に伴い、工事請負費について６４８万２,０００円の減額補正

をお願いするものでございます。財源につきましては、学校施設

環境改善交付金を２１８万１,０００円、過疎対策事業債４１０万

円、一般財源２０万１,０００円をそれぞれ減額するものでござい

ます。 

なお、三隈中学校武道場の改修工事は順調に進み、１月３１日

に竣工しております。 

続きまして、１８ページをお願いいたします。繰越明許費の補

正についてでございます。 

繰越明許費とは、年度内に終わらない見込みの事業につきまし

て、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費のことでございます。 

１番目の小学校管理運営費と２番目の中学校管理運営費が先ほ

どご説明しました三芳小学校と津江小中学校の高圧電気設備更新

工事費でございまして、それぞれ実際の工事は令和７年４月以降

となりますことから、令和７年度に工事費予算の繰り越しをお願

いするものでございます。 

機器交換工事は夏休み期間中を予定しておりますけれども、そ

の後、現行機器の処分など時間が必要になりますので、工事の完

了につきましては、令和７年９月末を予定しているところでござ

います。 

私からは以上でございます。 

 

ただ今の教育総務課の説明につきまして、何かご質疑等ござい

ますでしょうか。 

それでは次に、学校教育課の説明をお願いします。 

 

別冊１の３ページをお願いいたします。№５ 英語指導助手招

致事業でございます。 

本事業は、小中学校にＡＬＴを派遣し、小学校では主に外国の
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学 校 教 育 課 

 

 

教 育 長 

 

 

文化に親しみを持たせ、積極的にコミュニケーションする態度を

育成すること、中学校では主に会話などの言語活動や英語を使っ

たコミュニケーション能力の向上を図るものです。 

今回の補正は、ＪＥＴプログラム、自治体国際化協会により派

遣されたＡＬＴについて、帰国者の後任が来日するまでの４か月

分の報酬、共済費が不用となったことから、１５９万１,０００円

の減額補正をお願いするものでございます。 

財源につきましては、すべて一般財源でございます。 

続いて№６ 児童生徒の自立支援事業でございます。 

不登校児童生徒が学校以外の場で教育を受ける機会の確保を図

るため、令和６年度からフリースクール利用家庭に対し、利用料

の補助を行っているものです。 

今回の補正は、補助対象者が当初の見込みを超えたため７４万

円の増額補正をお願いするものでございます。 

財源につきましては、すべて一般財源でございます。 

４ページをお願いします。№７ 中学校部活動送迎支援事業で

ございます。 

本事業は、中学校部活動の中体連主催の公式試合等への参加に

係る生徒輸送について、安全確保を図るため補助を行うもので

す。 

今回の補正予算では、中体連主催の公式試合等、公費負担を行

う各大会が終了したことにより事業費が確定したため、不用と

なった１２６万１,０００円の減額補正をお願いするものでござい

ます。 

財源につきましては、すべて一般財源でございます。 

学校教育課は以上でございます。 

 

学校教育課に対してのご質疑等がございましたらお願いいたし

ます。 

 

フリースクールは人数が増えていますけれど、今は１か所だけ

ですか。 

 

市として保護者への支援をしている、市が認めているフリース

クールについては１か所です。 

 

その他ございませんでしょうか。 

それでは、続いて社会教育課からお願いします。 
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別冊１の５ページをお願いいたします。№８ 旧公民館施設解

体事業です。 

事業概要は、老朽化が著しい旧天瀬公民館の解体工事につい

て、令和６年度までとなっている合併特例事業債を活用して実施

することから、増額補正を要求し、次年度へ繰り越すものでござ

います。 

スケジュールとしましては、アスベスト調査及び実施設計を６

月補正予算で計上し、現在実施しているところでございますが、

解体工事について、議会の議決後に入札を行い、実施する予定で

ございます。工期は７か月から８か月を予定しています。 

事業費は８,３０１万５,０００円、財源内訳は合併特例事業債

７,８８０万円を充当し、残りの４２１万５,０００円が一般財源

となります。 

続いて№９ 市民文化会館設備等計画補修事業です。 

パトリア日田は開館から１７年を迎え、施設設備の故障や事故

等を未然に防止するため、計画的に舞台装置等の補修や更新を

行っております。そのうち、令和７年度に実施予定であった大

ホールの舞台照明機器の取替修繕について、合併特例事業債を活

用して実施することから、増額補正を要求し、次年度へ繰り越す

ものでございます。 

事業費は４,５７６万円、財源内訳は合併特例事業債４,３４０

万円を充当し、残りの２３６万円が一般財源となります。 

続きまして、１８ページをご覧ください。繰越明許費の設定に

係る追加補正です。３番目と４番目になります。 

先ほど説明いたしました旧公民館施設解体事業及び市民文化会

館設備等計画補修事業について、繰越明許費を設定するもので、

それぞれ事業費の８,３０１万５,０００円及び４,５７６万円を全

額７年度に繰り越すものでございます。 

社会教育課からは以上でございます。 

 

社会教育課の説明に対してご質疑等がございましたらお願いい

たします。よろしいでしょうか。 

それでは次に、文化財保護課からお願いします。 

 

６ページにございます№１０ 伝統的建造物群保存事業につき

ましてご説明いたします。 

建造物の修理工事につきまして、修理物件の相談件数が当初よ

り少なかったこと及び入札減に伴う減額補正を行うものでござい

ます。これまでに相談設計を行った件数としましては２件、大型
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物件が１件になります。 

減額補正の内訳といたしまして、委託料が１２８万７,０００

円、すべて一般財源となります。 

続きまして、№１１ 埋蔵文化財発掘調査事業になります。 

民間開発の発掘事業に関しましては、相手方の開発行為に合わ

せたものとなり、予算の執行や件数の見込みが難しいものになり

ますが、今回は件数が見込みを下回ったことから、減額補正を要

求するものでございます。 

補正前は４件、発掘調査が３件でそのうち受託契約済みが１

件、報告書作成が１件と考えておりましたが、補正後は２件、発

掘調査が２件でそのうち１件が受託契約済みということになりま

す。 

この４件が少し分かりづらいのですが、４件のカテゴリーの分

け方というのは、発掘調査について、１か月程度調査がかかるも

の、３か月程度かかるもの、民間の受託利用、報告書作成という

区分でカテゴリー分けをしております。そのうち、今年度は長福

寺さんからの受託分、また、１か月程の調査がかかる分の対応と

なりました。 

財源内訳といたしましては、右側に記載の通り、総額９９６万

６,０００円の減額をお願いするものでございます。 

続いて７ページをお願いいたします。№１２ 文化的景観保護

推進事業になります。 

当初予定しておりました「小鹿田焼の里文化的景観保存計画」

の見直しにつきまして、地元住民との協議開始を考え、皆さんの

声をまず聞くということから始めましたが、具体的な保存計画を

見直すというところまで至らなかったため、予定していた委員会

の開催ができませんでしたので、国庫補助金の対象となる分の経

費及び歳入について、今回減額補正をお願いするものでございま

す。 

減額は２５万４,０００円で、内訳としましては報償費、旅費に

なります。財源内訳は、国庫補助金を２５万１,０００円減額し、

一般財源は３,０００円の減額となります。 

続きまして、№１３ 重要文化財行徳家住宅防災施設整備事業

になります。 

行徳家住宅の敷地北側及び西側の防災施設を整備するために測

量・設計業務を行っておりましたが、結果的に重要文化財である

行徳家住宅に土砂流入の影響が及ばないということになったた

め、国庫補助金の対象外となりましたことから、財源振替を要求

するものでございます。国庫補助金の２５５万３,０００円が減額
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になり、地方債と一般財源に振り替えるというものでございま

す。 

次の８ページをご覧ください。少し分かりづらいのですが、な

ぜ影響が及ばなかったのかという疑問があるかと思いますので、

少しご説明させていただきたいと思います。 

Ｂの平面図、上が北ですが、Ｂの部分と令和５年に災害が起き

たＡの部分を見ていただきたいのですが、まずＢの部分の北側の

土砂の流入に伴う被害想定区域が、図に示しているとおり５.２４

ｍまでしか流入しないということです。その先に行徳家があるた

め、影響は及ばないという判断になっております。 

加えましてＡの部分ですが、修理方法として、コンクリートブ

ロック壁と排水施設は作る必要があるだろうと提案を受けており

ます。 

このようなことをすべて含めまして、今後、重要文化財である

行徳家の整備方針等をしっかり考えて整備に向けていきたいと

思っております。 

続きまして、９ページをお願いいたします。№１４ 旧矢羽田

家住宅馬屋壁面復旧事業になります。 

馬屋壁面の一部崩落に伴う復旧工事について、工事請負費が確

定しましたので、減額補正を要求するものでございます。 

補正前は９２１万４,０００円、補正後が３６４万４,０００円

で、５５７万円の減額をお願いするものです。 

１０ページに写真を載せております。馬屋の隣は文化財ではあ

りませんが、馬屋は国指定の重要文化財でしたので、当初は同じ

ように、伝統的な工法を用いた整備を計画しておりました。しか

しながら、調査を重ねたところ、他の壁にもひびがあったり、崩

落の恐れがあったりしたため、安全性などを考え、また、近くに

は小中学校もございますので、強度の高いパネルを使い、外観や

景観を配慮した工事を行うということで、伝統的な工法ではな

く、通常の建築工事としての工法に変更しました。 

写真には着工前と完了後を載せておりますが、あまり変わらな

いと思っております。着工前の屋根には草や木が生えております

が、この辺りも綺麗にしております。 

続きまして１１ページです。№１５ 公共文教施設災害復旧事

業です。 

令和６年の大雨で被害を受けた石坂石畳道の復旧工事の竣工に

伴い、事業費が確定しましたことから、減額補正を要求するもの

でございます。また、事業実施にあたり石坂石畳道は県指定です

ので、大分県の補助金を活用することができましたので、歳入に
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ついても補正を行うものでございます。 

工事請負費として７２万７,０００円の減額、財源として県支出

金が６０万１,０００円入ってきます。それに伴い、地方債と繰入

金は減額となります。 

１２ページには石坂石畳道の位置図と災害復旧工事の箇所を、

１３ページと１４ページには着工前、完了後の状況写真を掲載し

ております。 

工事の完了後、地域の皆さんがイベントとしてウォーキングを

滞りなく行うことができておりますので、今後も点検等行ってい

きたいと思っております。 

私からは以上です。 

 

文化財保護課の説明に対しまして、何かご質疑等がございます

でしょうか。 

それでは最後にスポーツ振興課からお願いします。 

 

別冊１の１５ページ、№１６ スポーツ激励金等交付事業につ

いてでございます。 

本事業は、県大会、九州大会、全国大会等に出場する個人やス

ポーツ団体に激励金を交付し、また、全国大会等で優勝や準優勝

などの成績を収めた個人やスポーツ団体に、賞賜金を交付するも

のでございます。今回、上位大会への出場者が増加してまいりま

したことから、補正前予算額５６０万円を、補正後予算額７４０

万円とする１８０万円の増額補正をお願いするものでございま

す。 

補正内訳は報償費でございまして、財源内訳は全額一般財源と

なっております。 

続きまして、№１７ ツール・ド・九州実施事業をお願いいた

します。 

本事業は、スポーツ交流人口の増加による地域の活性化及びサ

イクルスポーツの普及拡大を図るため、令和５年に引き続き、大

分県と共同してツール・ド・九州２０２４の開催に取り組んだも

のでございます。補正前予算額１,４６２万１,０００円を、補正

後予算額１,０３４万６,０００円とする４２７万５,０００円の減

額補正をお願いするものでございます。 

補正の理由といたしましては、当初予算要求の際に想定してお

りました国庫補助金のデジタル田園都市国家構想交付金の交付対

象とならなかったことから、事業に要する日田市の負担金額につ

いて、国庫補助金と同額の減額をしたことによるものでございま
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す。なお、減額分に関しましては、大分県が負担してイベントの

開催を行っております。 

今回、国庫補助金の交付対象とならなかった理由でございます

が、大分県と日田市が行いました令和５年度分の補助金申請の際

に、翌年であります令和６年度の事業費を０円としていたため、

当初の申請時点で金額の設定がなかったことから令和６年の事業

費は交付対象とならなかったものでございます。 

財源内訳としましては、国庫支出金を４２６万２,０００円減

額、一般財源を１万３,０００円減額、合計で４２７万５,０００

円の減額となります。 

１６ページをお願いいたします。№１８ 令和６年度全国高校

総合体育大会開催事業でございます。 

本事業は、今年度、北部九州４県、大分、福岡、佐賀、長崎で

開催されました高校総体に関しまして、日田市ではバレーボール

競技と自転車競技ロードレースが開催されましたことから、これ

らの競技開催に係る経費を日田市実行委員会が負担したものでご

ざいまして、補正予算額２,１７２万５,０００円を、補正後予算

額１,０３１万円とする１,１４１万５,０００円の減額補正をお願

いするものでございます。 

補正の理由といたしましては、大会終了に伴い清算を行いまし

た結果、負担金を減額補正するものでございます。 

また、本来でしたらすべての事業費が確定し、精算という形で

その結果を減額するところでございますが、自転車競技の競技団

体からの助成金につきまして、現状はまだ内示の段階で確定をし

ておりません。先催県である昨年の北海道にも確認しましたが、

自転車競技団体からの補助金の入金は年度末であったということ

でしたので、今年度も３月末を目途に入金を予定しているという

返事をいただいているところでございます。 

今回は大幅な減額となっておりますが、大会開催に係る協議審

判や運営管理者、こちらは主に全国の高校の教員にお願いをして

おりますが、全国から九州に来るということで、旅費や報償費等

については大会運営に関する最大値の算定をしておりました。 

しかし、自転車競技はロードとトラックがあり、北九州市と日

田市という２か所で旅費の削減でありますとか、報償費の削減が

図られるなどし、最終的に今回の１,１４１万５,０００円の減額

となったものでございます。 

続きまして、№１９ 体育施設管理費でございます。 

本事業は、体育館、運動場、グラウンドなどの各種スポーツ施

設の設備維持管理に関する事業でございまして、補正前の予算額
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８,７８０万５,０００円を補正後予算額８,８０７万９,０００円と

する２７万４,０００円の増額補正をお願いするものでございま

す。 

補正の理由といたしましては、日田市総合体育館、ＳＷＳ西日

本アリーナ日田の低圧コンデンサの一部が膨張し、交換の必要が

ありますことから、修繕料を増額補正するものでございます。 

財源内訳は、全額一般財源となっております。 

続きまして、１７ページをお願いいたします。№２０ 体育施

設改修事業でございます。 

本事業は、体育施設の整備を行うことにより安全な施設づくり

に努めるとともに、利用者の快適性を確保し、スポーツの推進を

図るもので、補正前予算額１億５,９０２万６,０００円を、補正

後予算額１億２,３８２万５,０００円とする３,５２０万１,０００

円の減額補正をお願いするものでございます。 

補正の内訳といたしましては、工事請負費の予算額に対しまし

て、体育施設照明改修工事が３,６７５万７,０００円の減額、Ｂ

＆Ｇ大山海洋センタープールの屋根改修工事が１５５万６,０００

円の増額でございます。 

今回、照明改修工事が大幅な減額となった理由につきまして

は、物価の高騰や人件費の大幅な上昇等を最大限見込み予算化し

ておりましたが、入札の結果、不用額が生じたものでございま

す。 

また、大山海洋センターのプール屋根工事が増額となった理由

についてですが、屋根自体はテント生地で、１１の区画に分かれ

ております。令和６年度の当初予算要求時点では、そのうちの５

区画に破損が確認され、破損部分の交換を行う予定でありまし

た。今年度、６月に破損部分の一部撤去を行った際、破損箇所が

増えていることを確認したことから、小中学校の関係者と協議し

まして、一旦既存部分をすべて撤去し、必要となる部分に新たに

張り替えることとしたものでございます。張り替える位置等につ

きましては、学校関係者と協議し、決定したものでございます。 

続きまして、№２１ 体育施設解体事業でございます。 

本事業は、今後活用する見込みがなく、公共施設等総合管理計

画において廃止の方針で決定している施設の解体を行うものでご

ざいます。 

補正前予算額２４４万８,０００円を補正後予算額４,６７７万

３,０００円とする４,４３２万５,０００円の増額補正をお願いす

るものでございます。 

補正の内訳といたしましては、まず、昨年５月にご審議をいた
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だきました中津江村の川辺体育館の解体に係る工事費が３,３３８

万１,０００円、先ほど議案第２号で説明をいたしました天瀬町五

馬市にある五馬弓道場のアスベスト調査、解体設計委託料が４９

万３,０００円、これに係る解体工事費が５２０万５,０００円で

す。 

また、大山町にゲートボールハウスが２か所ございまして、国

道２１２号沿いの千丈橋の横、市内からは右手となりますが、そ

こにございます北部ゲートボールハウス、また大山ダム付近の松

原地区にございます南部ゲートボールハウスの解体撤去を行うこ

ととしており、北部ゲートボールハウスのアスベスト調査、解体

設計委託料が３２万２,０００円、これに係る解体工事費が１１７

万１,０００円、南部ゲートボールハウスのアスベスト調査、解体

設計委託料が３７万５,０００円、これに係る解体工事費が３３８

万円となっております。 

財源につきましては、合併特例事業債が４,２１０万円と一般財

源が２２２万５,０００円、合計で４,４３２万５,０００円でござ

います。 

私からは以上でございます。 

 

スポーツ振興課の説明に対しまして、何かご質疑等ございませ

んでしょうか。 

それでは、議案第３号につきましては原案の通り可決してよろ

しいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

議案第３号 令和６年度日田市一般会計補正予算教育費及び災

害復旧費については原案の通り可決されました。 

次に、議案第４号について各課から説明をお願いいたします。 

 

議案第４号 日田市教育に関する事務の職務権限の特例に関す

る条例の制定についてでございます。 

議案集７０ページをお願いいたします。 

本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２３条に基づき、教育に関する事務の一部を市長が管理し、

及び執行するにあたり、所要の事項を定めるものでございます。 

２に根拠法令を記載しておりますけれども、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第２３条には職務権限の特例について規

定されており、条例の定めるところにより、市長が教育に関する

事務のいずれか又は全てを管理し、及び執行することができると

されております。 

今回は、記載の第２号から第４号までの事務について、市長に
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職務権限を移管するため、条例を制定するものでございます。 

具体的には７１ページをお願いいたします。一番下の項目、移

管の対象となる課と移管先を示しております。 

現在の所管課又は係につきましては、それぞれの事務をすべて

担当している状況でございますので、記載の課及び係は、市長部

局に新設されます新たな部に移管することとなります。 

７２ページをお願いいたします。 

５の施行の時期等の⑵にありますとおり、今回の条例制定に当

たりまして、市長が管理、執行することになります事務に関する

条例の改正が必要となりますことから、その改正を附則で規定し

ております。全部で１２の条例について改正を行うことになりま

すが、改正内容の多くは、現在「教育委員会」と規定している箇

所を「市長」に改めるものでございます。 

具体的な改正内容につきましては、７ページをお願いいたしま

す。 

条例の本文につきましては、先ほどご説明しました通り、市長

が管理し、執行する教育に関する事務として、条例本文中に⑴か

ら⑶で定めております。 

その下の附則の中で、関連する条例の改正を規定しておりま

す。附則の第２項に表がございますけれども、これは日田市ス

ポーツ施設の設置及び管理に関する条例の改正前後の表となり、

次の８ページから条文が記載されております。 

改正前後の条文の中に、下線が引かれている箇所がございま

す。ここが今回の改正箇所となります。 

条文について説明させていただきますと、まず第１条は、今回

の移管に当たり、スポーツ施設の設置目的に、地域の活性化に寄

与するためという内容を追加しております。 

また、その下の第３条第２項の改正前の「教育委員会」という

部分を「市長」と改正することとしており、同じように第４条、

第５条と続いております。 

次に９ページをお願いいたします。第７条第１項第３号をご覧

ください。ここは「教育委員会規則」を「規則」に改正するよう

にしております。 

１７ページをお願いいたします。 

附則の第６項、日田市Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理に関する条例

の改正内容です。 

この第１条にもスポーツ施設の設置及び管理に関する条例と同

様に、従来の住民福祉の増進や青少年の育成に加えまして、地域

の活性化に寄与することを目的として追加しております。 
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２０ページをお願いいたします。 

附則の第８項、日田市立文化財保存施設の設置及び管理に関す

る条例の改正内容でございます。 

この第６条には施設の管理運営に関する事務を所管する部署が

定められていますが、現行の教育委員会から移管先となる文化ス

ポーツ観光部に改正することとしております。 

同様に、改正が必要となる条例すべての該当箇所について、改

正を行うものでございます。 

条例改正の内容については以上となりますけれども、この後、

それぞれの担当課長から市長部局に移管する目的や期待される効

果等について、ご説明させていただきます。 

 

それでは、各担当課から説明をお願いします。 

 

社会教育課でございます。社会教育課の文化振興係では、文化

財を除く文化振興全般を担っています。文化振興を移管する背景

としまして、文化振興は文化芸術だけの振興のみならず、観光、

まちづくり、福祉、産業など幅広い分野と連携して総合的に文化

政策を推進することが掲げられ、多くの自治体において市長部局

に移管されているところでございます。 

今回、市長部局に移管するにあたりましても、文化芸術は新た

な需要や高い付加価値を生み出すことから、観光施策と一体的に

展開し、地域経済の活性化が期待されます。 

また、日田市で最も集客力のあるパトリア日田を核とし、芸術

文化に触れる機会をより強化し、市内外に情報発信することで、

文化芸術による魅力あるまちづくりに繋がるものと考えておりま

す。 

一方で、文化芸術活動は生涯学習としての目的も有しているか

と考えております。移管後も市民が様々な文化芸術を鑑賞できる

機会の提供と、文化芸術活動を継続する団体の取組を支援してま

いりたいと考えております。 

 

文化財保護課です。市長部局への移管に関する目的や期待され

る効果についてですが、地域で守られてきた有形・無形の文化財

は、社会情勢の急激な変化、価値観の多様化、過疎化・高齢化に

伴い、その継承が非常に困難になってきております。 

そのため、文化財を未来に繋いでいくためには、計画的な保存

と活用の促進をすることが重要でありますので、１２月に認定を

受けました、文化財を「知って、守って、活かす」文化財保存活
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用地域計画を推進していき、地域総ぐるみで文化財の保存継承体

制の確立を目的に進めていきたいと考えております。 

期待される効果といたしまして、文化財という単体の取組では

なく、観光振興と一体的に取り組むことによりまして、市内外の

方々へ日田市の歴史や文化財の価値を伝え、日田市の魅力を今ま

で以上に発信しながら知ってもらうことにより、観光資源として

の活用や、地域資源としても改めて価値を再認識することができ

るのではないかという期待があります。また、地域への愛着も生

まれてくるものと考えております。 

文化財保護に関しましては、文化財保護審議会の設置を引き続

き予定しておりまして、活用と保護に取り組んでいきたいと考え

ております。 

 

咸宜園教育研究センター兼世界遺産推進室です。 

咸宜園教育研究センターは、咸宜園教育の調査研究・普及啓発

を行う施設であるとともに、史跡咸宜園跡のガイダンス施設でご

ざいます。また、世界遺産推進室は、世界遺産登録に向けた取組

や日本遺産事業の取組を行っております。いずれも文化庁が所管

するところであり、そのため移管の目的につきましては、基本的

には文化財保護課と同じと考えております。 

移管の効果につきましては、世界遺産・日本遺産の取組におい

ては観光との関わりが非常に大きく、より観光部局との連携を強

めることで、効率的、効果的な取組が期待されているところで

す。 

特に日本遺産につきましては、文化財の活用を重視した文化庁

の観光政策でもありまして、その目的が観光振興、地域活性化と

なっていることから、観光部局との連携を強化することで、効果

的な取組となることが今後期待されていると考えております。 

 

スポーツ振興課でございます。 

まず、大きな目的につきましては、総合的なスポーツ振興でご

ざいます。スポーツ推進計画の基本理念であります「『する』

『みる』『ささえる』スポーツの力で地域を笑顔に」、こちらの

実現に向けて、教育という視点のみならず、地域振興や観光振

興、また経済の活性化など、より広範囲の視点からスポーツを捉

え、総合的にスポーツ施策を実行できるようにしたいと考えてお

ります。 

また、スポーツイベントを１つの観光資源として、観光部門と

の連携を強化していくことで、参加者や観戦者といった交流人口
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の増加を目指してまいります。 

市長部局に移管することによるメリットでございますが、先ほ

ど説明したことのほか、スポーツ合宿の誘致を観光施策と結びつ

けて一体的な展開が期待できるのではないか、また、日田市が持

つ自然や歴史、文化といった観光資源とスポーツを組み合わせ

て、新たな魅力が生まれるのではないかと考えております。 

すでに市長部局に移管しております大分市や宇佐市に伺ったと

ころ、メリットとしては、地域活性化やまちづくり、そういった

部分におけるスポーツの活用など、広範囲な課題対応が可能と

なったという話を聞いております。 

 

各課から説明がございましたけれども、説明に対して何かご質

疑等がございますでしょうか。 

 

７１ページに移管の対象となる課及び移管先がありますが、移

管先というのは新しい部ができるということですね。そこに移管

される訳で、文化スポーツ観光部はスポーツに関すること、文化

に関すること、文化財保護に関することと結構幅広い部署になり

ます。 

今までは教育行政という観点から取り組まれてきたものが、現

在は行政に移管していく傾向があると思っています。他の市町村

でもそういう傾向にあるのでしょうけれども、もちろん、生涯学

習の分野は行政には動かせない訳ですが、ただ、やはり大事なこ

とは、我々教育の立場で言えば、単なる財政効果や効率化などに

だけ視点を置くのではなく、時には財政は苦しいのだけれども

やっぱり教育という視点から考えたときに、これだけはやるとか

ですね、例えば青少年問題を考えても、青少年の家などは冬にな

んか誰も来ないのですよ、誰も。でも維持しなくてはならない。

冬には来ないけれども、だからと言ってしなくていいのか、そう

じゃないですよね。 

いろいろな活動を考えたとき、是非そういう財政的視点で考え

ることも大事なのですけれども、非効率性ということも教育には

必要だということだけは念頭に置いて進めていただきたいという

お願いです。 

 

私ども教育委員会という教育部門においては、それは必要な視

点だと考えておりますので、移管してもやはり効果的な活動など

は残さなければならない、必要なことだと思いますので、十分に

情報共有等を行いながら、移管後も連携というものは着実に取っ
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てまいりたいと考えているところです。 

 

咸宜園の点検評価ですが、昨年は何人来ました、今年は何人来

ましたということを調査しているだけでは、かなり厳しいだろう

なと思っていました。 

文化財保護と観光を掛け合わせるということは大変よく理解で

きるし、いいことだと思いました。市長部局に行くと決断が早く

なるだろうと思いますし、経済や地域活性化にとっても良くなる

のだろうと思います。 

ただ、市長部局という名称を私も最近いろいろな場所や会議で

よく聞きます。市長部局というのはどういう組織で、その中で文

化スポーツ観光部がどういう位置付けになっているのかという組

織図みたいなものがあると分かりやすいのかなと思います。市長

部局と言われても一般市民は中々分からないですよね。 

 

 

組織図は、市のホームページにも掲載しておりますが、それぞ

れの部局、総務企画部や福祉保健部などがあり、その下にいろい

ろな課が付いているという形になっています。 

今回の文化スポーツ観光部は、７年度から新設される予定でご

ざいます。現在、商工観光部というところは商工労政課と観光課

の２つがありますけれども、商工労政課を分離して、観光課と移

管する課をまとめて文化スポーツ観光部という組織が新設される

予定と聞いております。 

 

市長部局という言葉の部局というのはどういうものですか。 

 

市長をトップに、市長の指示の下に動く市長部局、それから教

育委員会の教育長がトップにいて、その指示の下に動く教育委員

会部局という形になりますので、大きく２つの部局があり、市長

部局に総務企画部の財政課、それから市民環境部の市民課や環境

課、また、福祉保健部には健康保険課や社会福祉課など、いろい

ろ課がございますので、市長をトップにまとまった組織単位を市

長部局という名称で使わせていただいております。 

 

教育委員会は、市長部局から切り離された独立した組織で、そ

れ以外はほとんど市長部局ということになるということですね。

何か補足はありますか。 
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教 育 総 務 課 長 

教育委員会が独立した組織であるのと同じように、監査委員事

務局や選挙管理委員会なども独立した組織になりますけれども、

それ以外の市役所のほとんどの課が市長部局ということになりま

す。 

 

先ほど教育総務課長から、文化、スポーツが移管された後も小

学校との関わりが希薄にならないように連携をしていくというお

話がありましたけれども、これまで通り、定期的に教育委員会の

会議や総合教育会議などで、そういった内容のことも話し合って

いくのでしょうか。 

 

具体的にどうするということが決まっている訳ではございませ

ん。教育の点検評価を毎年皆様方に行っていただいております

が、その中で事務の執行状況などをご報告させていただいており

ました。教育委員会から離れますので、そういったご報告はなく

なるかなと思っておりますけれども、同じように市長部局では行

政評価という、全事業を点検、評価するものがございますので、

そういったものを示しながら、事業の執行状況などはお知らせし

ていきたいと考えているところでございます。 

合わせて、木下委員がおっしゃった総合教育会議も利用しなが

ら、そのほかにも定期的に、必要に応じて教育委員の皆様に情報

提供することも考えていきたいと考えております。 

 

それともう１点ですが、教育大綱、それから教育行政実施方針

の策定については、これからどのようになっていくのでしょう

か。 

 

現在の教育大綱のスポーツや文化の部分ですが、教育委員会か

ら移管ということになりますと、一旦整理をする必要があるだろ

うと考えております。 

あわせて、教育行政実施方針も同様の取り扱いをさせていただ

くことになろうと考えております。 

 

事業が移管するということは、私はすごく大きなことなのでは

ないかと思うのですけれど、２月１７日の時点から４月に間に合

わせるスケジュール、スピードというのは、通常のことなのです

か。 

 

条例などの議案に関しては、３月の議会で提案することになり
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ますので、その点についてはこのスケジュールとなるのですけれ

ども、事前準備といったところが十分だったのかと言われると、

まだまだ不十分かもしれません。 

 

市長部局に移管させることは、以前から検討していたことでご

ざいまして、急に話が出て、急に条例を提案してということでは

ございません。日田の魅力を更に発信していくという考えの下

で、文化財であったりスポーツであったり、文化芸術の部分をよ

り広げていくというイメージを思って、観光部局と一体的に進め

ていくことで、今までにない視点を加えて、取組を広げていこう

という考えで進めているところでございます。 

 

先ほど山崎委員が言われたことが本当にその通りだなとつくづ

く思いました。非効率も大切なんだということも忘れずに、連携

するところはしっかりしていただきながら、慎重にお願いしま

す。 

 

教育委員会の連携という部分は、今後も注意していかなければ

ならないと考えております。定期的に情報交換をしていく、ま

た、常に情報共有をしていく考えです。 

情報やノウハウという部分はしっかりと共有し、専門性という

部分では、今の文化財保護課やスポーツ振興課はそのまま教育委

員会から市長部局に事務を持っていくという形になりますので、

専門性は維持されることになります。 

教育委員の皆様からも教育の視点という部分で、いろいろな意

見を今後もいただきたいと考えております。 

引き続き、継続的に協議をしていきながら、しっかりと取り組

んでいきたいと考えております。 

 

１つ付け加えるとすれば、法令上、すべての教育委員会の部局

を市長部局に持っていくことはできないようになっていますね。 

例えば、学校給食であるとか、社会教育の生涯学習に関する部

分、この生涯学習というものを教育委員会から切り離せないとい

う意味は何かと、私なりに考えてみると、やはりスポーツや文化

財を活用した学習など、生涯学習の一環ということは非常に大き

いと思っておりますので、そういったところで教育行政の視点を

しっかり持っておくことは、こちらも市長部局の業務等をよく見

ながら、教育の面でも関わりが出てくると思いますので、そうい

うときに教育委員会としての意見を申し上げられるかなと思って
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いるところでございます。 

では皆さんよろしいでしょうか。 

議案第４号につきましては、原案の通り可決してよろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、議案第４号 日田市教育に関する事務の職務権限の

特例に関する条例の制定については、原案の通り議決されまし

た。 

 次に、議案第５号について説明をお願いします。 

それぞれの課ごとに区切って、ご質疑等を受けたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

議案集は７４ページになります。 

議案第５号 令和７年度日田市一般会計予算教育費についてで

ございます。別冊２と別冊３の資料でご説明をさせていただきま

すので、お手元にご準備をお願いいたします。 

まず、別冊２の資料１ページをお願いいたします。総括的なこ

とを私からご説明させていただきます。 

１ページの教育費歳出予算の総括表です。右から５列目のＲ７

予算要求額の欄の一番上に記載がございますが、令和７年度の教

育費の予算総額は、４４億７,２７４万３,０００円でございま

す。右の令和６年度当初予算額と比較いたしますと、更に右の増

減額の欄に記載のとおり、３億９,５０６万１,０００円の増額と

なっております。 

増減額の大きな事業につきましては、一番右側の主な増減の理

由という欄をご覧ください。括弧内の数字は令和７年度と６年度

を比較した増減額でございます。 

増減額の大きな事業といたしまして、１ページの１０款１項教

育総務費のうち、３目教育振興費の上から５番目、学校施設設備

更新事業で７,５６３万９,０００円の増、１０款２項小学校費の

うち、２目教育振興費の上から２番目、小学校教科書改訂事業で

７,１１２万３,０００円の減、こちらは令和６年度の事業で７年

度には事業がございません。その２つ下、１０款２項３目学校建

設費の小学校施設整備推進事業で２億９,５２８万円の増、一番下

の１０款３項中学校費のうち、３目学校建設費の中学校施設整備

推進事業で３億５４９万９,０００円の増となっております。 

２ページをお開きください。下の方にございますが、１０款４

項社会教育費のうち、９目市民文化会館費の市民文化会館設備等

計画補修事業で１億１,８８５万５,０００円の減となっておりま

す。 
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３ページです。１０款５項保健体育費のうち、２目体育施設費

の一番上、体育施設改修事業で１億２,４５１万１,０００円の

減、一番下の給食センター費のうち、一番上の学校給食センター

管理費（給食調理搬送業務委託）で２,０６９万円の増でございま

す。 

続きまして５２ページをお願いいたします。継続費についてで

ございます。継続費は、大規模な工事などにより２会計年度以上

に渡るものにつきまして、あらかじめ経費の総額と年度ごとの支

出限度額を定めるものでございます。小学校施設整備推進事業の

石井小学校大規模改修事業、それから中学校施設整備推進事業の

南部中学校大規模改修事業について、いずれも令和７年度から８

年度の２か年で実施するものでございます。 

５３ページをお願いいたします。④の債務負担行為についてで

ございます。こちらは複数年度の契約など、翌年度以降の支出を

伴う行為の場合、あらかじめその限度額を予算で定めるものでご

ざいまして、一番上の淡窓図書館窓口業務委託料は、窓口の業務

委託に対するもの、２番目の市民文化会館管理運営委託料は、指

定管理者による施設の管理委託に対するものでございます。それ

ぞれ前年度末までの支出見込期間及び金額と、当該年度以降の支

出予定の金額及び期間を記載しております。３番目の総合体育館

外１４スポーツ施設管理委託料から５番目のＢ＆Ｇ中津江海洋セ

ンター管理委託料の３件につきましては、指定管理者による施設

の管理委託に対するもの、一番下の学校給食センター調理配送業

務委託料は、学校給食の調理配送業務の委託に対するもので、い

ずれも委託自体は、令和７年度からとなりますことから、前年末

までの支出見込額については記載がございません。 

別冊２の説明につきましては以上でございます。 

続きまして、別冊３の資料で、令和７年度の主要事業の説明を

各課ごとにさせていただきます。 

初めに、教育総務課の事業でございます。別冊３の１ページを

お願いいたします。 

№１ ＩＣＴ教育環境整備事業についてでございます。 

本事業は、ＩＣＴによる教育環境の整備を推進するため、国の

ＧＩＧＡスクール構想に基づき整備が完了した児童生徒や教職員

のタブレット端末等の維持管理を行うとともに、計画的な機器の

更新のほか、ネットワーク環境の適切な管理を行うものでござい

ます。主な事業概要としていくつか挙げさせていただいておりま

すけれども、①の無線アクセスポイント設置設定業務委託料につ

いては、学校の通信環境改善のため、無線アクセスポイントの移



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設などを行うものでございます。 

⑦ネットワーク機器等借上料については、今回新規でございま

す。通信環境の改善のため、キャッシュサーバというものを借り

上げる費用でございます。キャッシュサーバといいますのは、

ネットワーク上で頻繁にアクセスされるデータのコピーを保存し

ておいて、オリジナルサーバに代わってデータの配信の肩代わり

をするサーバのことで、これを校内に設置することにより、デー

タの配信速度が速くなり、動画が静止したり、途切れたりするこ

とが回避できるとされております。 

このほか、児童生徒や教職員用タブレット端末、ノートパソコ

ン等の借上料などで、事業費は予算内訳のとおり、合計で７,４１

２万２,０００円でございます。 

財源につきましては、水郷ひた応援基金繰入金２,０００万円、

残りの５,４１２万２,０００円が一般財源でございます。 

続きまして№２ 小中学校防犯対策強化事業でございます。 

本事業は、小中学校の防犯対策強化のため、学校施設への不審

者侵入の抑止力として、市内の全小中学校に計画的に防犯カメラ

を設置するものでございます。スケジュールですけれども、令和

５年度に小学校９校、中学校１校、令和６年度に小学校６校、中

学校１校、小中一貫校１校に設置工事を実施しているところでご

ざいまして、令和７年度は中学校７校、小中一貫校２校に設置工

事を予定しております。これにより、すべての学校に防犯カメラ

が設置されることとなります。 

防犯カメラにつきましては、各学校に３台程度の設置を予定し

ており、設置場所は工事前までに、学校や関係者と協議の上に最

終決定をしております。 

事業費は２,４５８万５,０００円、財源は学校施設環境改善交

付金が１,２４１万４,０００円、一般財源は１,２１７万１,０００

円でございます。 

２ページをお願いいたします。№３ 小中学校机・椅子更新事

業でございます。 

本事業は、小中学校で使用している児童生徒用の木製の机・椅

子を林業成長産業化地域創出モデル事業の一環として、市から委

託を受けた協同組合 日田家具工業会が製品開発した木製の机・

椅子に更新し、よりよい教育環境の整備を行うものでございま

す。 

事業のスケジュールですけれども、令和５年度中に小学校１、

２年生分を、令和６年度には小学校５、６年生分を整備しており

まして、来年度は小学校３、４年生分を整備し終え、その後令和
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８年度から１０年度にかけて、中学生分を整備する予定でござい

ます。 

事業費は、１セット当たり税込み４万８,４００円を１,０４２

セットで、合計５,０４３万３,０００円、財源は森林環境贈与税

基金繰入金と一般財源でございます。 

なお、森林環境贈与税基金繰入金は、机・椅子の木部に係る分

だけの費用を充当しております。 

続きまして、№４ 学校施設設備更新事業についてでございま

す。 

本事業は、快適で充実した教育環境を整備するために、小中学

校の普通教室等の空調設備の更新に合わせて、現在未設置の特別

教室に空調設備を新設するものでございます。併せて、教室等の

ＬＥＤ化のほかに、トイレの洋式化を計画的に行っていくように

しております。 

令和６年度は北部中学校の空調設備の更新、それから更新・改

修が必要な学校の工事の実施設計を行いました。来年度から順次

工事に入っていきますが、まずは日隈小学校の工事を来年度予定

しております。 

事業費は、１億２,２６４万８,０００円で、財源は学校施設環

境改善交付金、それから過疎対策事業債、残りを一般財源として

おります。 

次に３ページでございます。№５ 小学校施設整備推進事業に

ついてでございます。 

本事業は、学校生活における児童の安全、安心で充実した教育

環境を確保するため、施設の長寿命化を基本とした計画的な大規

模改修等を行うもので、令和７年度は朝日小学校管理教室棟の実

施設計と、石井小学校教室棟の改修工事を予定しております。 

４ページに施設の図を載せております。石井小学校の改修校舎

ですが、真ん中の普通教室棟を令和７年度に改修する予定として

おります。石井小学校の改修工事につきましては、工期は令和７

年８月から令和８年７月の予定としておりますことから、先ほど

ご説明しました継続費の設定をしているところでございます。 

事業費は、設計委託料と工事請負費で、合計３億１,３２９万円

でございます。財源は、学校施設環境改善交付金、それから過疎

対策事業債、その他は一般財源でございます。 

５ページをお願いいたします。№６ 中学校施設整備推進事業

についてでございます。 

令和７年度は南部中学校管理教室棟の改修工事を予定しており

ます。こちらも先ほどの石井小学校と同じように、継続費の設定
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をさせていただいているものでございます。 

事業費は３億５,４０９万３,０００円で、財源は学校施設環境

改善交付金、過疎対策事業債及び一般財源でございます。 

６ページに施設の配置図を掲載しております。南部中学校の正

門から右側が管理教室棟で、改修校舎として赤枠で囲っておりま

すところが今回の工事箇所でございます。 

私からは以上でございます。 

 

 教育総務課から説明がございましたが、何かご質疑等ございま

すでしょうか。 

 

小学校の椅子と机を更新しましたが、前の椅子が５,０００脚ぐ

らい余っているというか、どこかで保管していると思うのです

が、ＳＤＧｓという観点であれば、それを有効に活用した方がい

いのではないかと思います。木製なのでずっと保管しているとい

う訳にはいかないと思うので、日田市民であれば活用したい方は

活用できるといいと思うのですが。 

 

既存の木製の椅子・机でございますけれども、こちらは新しい

椅子・机を入れた日田家具工業会に譲渡し、有効活用していただ

くようにしております。 

例えば、幼稚園の方が何脚か欲しいという希望があれば、少し

綺麗にして幼稚園にお渡しをしたりさせていただいております。 

そのほか、展示販売みたいなこともあります。産業振興セン

ターに前の机・椅子を置いていますけれども、そういった形でリ

サイクルというか、有効活用を行っているところでございます。 

 

無償譲渡は考えていないですか。 

 

日田家具工業会に無償譲渡しておりますので、そこから無償で

譲渡する可能性はあるかなと思っています。 

 

日田家具工業会に無償譲渡しておりますけれども、机・椅子は

かなり年数が経っておりますので、ささくれがあったり、そのま

まお渡しするのは中々難しい状況でございまして、家具工業会で

一旦きちんと使える状態に手を入れてからでないと、お渡しをし

ていないという状況でございます。 

日田家具工業会としては手を入れないといけないので、その手

数料分を一部いただく可能性はあるということで伺っています。 
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防犯カメラは、各校にどれくらい設置する予定ですか。 

大きな中学校や、生徒数によって変わったりしますか。 

 

基本的には１校３台を予定しております。学校の規模や入口の

数、学校によっては進入路が１か所しかないところや複数あると

ころがございますので、学校と協議しながら対応するようにして

おります。 

 

ＩＣＴ教育環境整備事業の⑤にあるタブレット端末等借上料に

ついてですが、タブレットの購入ということなのでしょうか。 

 

タブレット端末につきましてはリースをしておりますので、

リース料がかかっております。小学校教員分は現在リース中、そ

れから児童生徒用は令和８年２月から次の新しい端末に更新をす

る予定としております。 

それまでは再リースで繋いで、新しくリースを始める形になり

ますので、金額に関しましてはすべてリース料が毎年かかってい

るということになります。 

 

昨年お聞きしたのですけれども、リース代については県が積み

立てております国庫支出金の中から直接、業者の方に支払われる

とお聞きしていた訳ですけれども、今回の４,８７８万３,０００

円につきましては、その上限を超えた分の予算額ということで

しょうか。 

 

おっしゃる通りでございます。 

 

教育総務課の事業についてはよろしいでしょうか。 

これから最後の№３８までありますが、既に４時半になってい

て少し押しているかと思います。 

委員の皆さんも表の見方が大体分かったかと思います。財源に

ついても気になる部分があれば質問していただくことになると思

いますので、全部を説明するのではなく、少しポイントを絞って

説明をお願いします。概要は見れば分かると思いますので、そう

いった形でよろしくお願いします。 

それから質問に対しては、端的に答えていただくということで

よろしくお願いします。 

それでは、学校教育課からお願いします。 
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私から学校教育課の所管する令和７年度の主な事業について説

明をさせていただきます。 

７ページをお願いいたします。№７ 特別支援教育活動サポー

ト事業についてでございます。特別な支援が必要な児童生徒への

サポートを行う事業でございます。 

令和７年度の配置人数は５５名で変わりませんが、勤務対応に

は通常勤務、短時間勤務と２種類ございまして、令和６年度は通

常勤務が４５名、短時間勤務が１０名としていたところ、令和７

年度は通常勤務５０名、短時間勤務５名として、少しでも学校へ

勤務できる時間を増やしたところでございます。 

事業費は１億３,７７２万４,０００円でございます。 

続いて№８ 児童生徒の自立支援事業についてでございます。 

本事業は、様々な困りを抱える児童生徒、保護者に対する支援

や、家庭環境等の改善を図ることを目的としております。 

令和７年度は、臨床心理士等専門スタッフを配置しております

が、配置している人数については令和６年度と大きな変更はござ

いません。１つだけ、令和７年度から新たにこれまで中学校に２

名配置しておりました登校支援員を１名増員しまして、小学校に

も登校支援員１名を配置する予定としております。 

それからフリースクールの利用料補助について、令和６年度の

実績を踏まえ、２０名程度を想定して予算を組んでいるところで

ございます。 

事業費につきましては、４,０６２万４,０００円でございま

す。 

８ページをお願いいたします。№９ スクール・サポート・ス

タッフ配置事業でございます。本事業は、各学校に教職員の負担

軽減を目的とした専門スタッフを配置するものでございます。 

令和７年度は配置人数４名、配置校も変えておりません。 

事業費は９５５万６,０００円となっております。 

№１０ ＩＣＴ教育支援事業についてです。 

ＩＣＴ支援員を各学校へ配置し、先生方がＩＣＴの活用を負担

なく行えるよう、また、児童生徒が困りなく授業で活用できるよ

うにすることを目的としたものでございます。 

令和７年度の支援員の人数は、昨年度同様４名でございます。 

事業費は１,５４５万５,０００円でございます。 

９ページをお願いします。№１１ 小中学校医療的ケア児支援

事業についてでございます。新規事業でございますので、少し時

間を取って説明を申し上げます。 
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１０ページを先にご覧ください。概要を示しております。 

本事業の目的は、小中学校に在籍します医療的ケアが必要な児

童生徒に対して、学校に看護師を派遣して、医療的ケアを実施す

ることにより、児童生徒の安全な学校生活及び教育活動の確保、

並びに保護者の負担軽減を図ることを目的としております。 

事業化の背景としましては、「国の動向」に記載しております

が、法改正により、医療的ケア児への対応について市町村や学校

の設置者の責務が示されたこと、それから、中段の方に「現状」

という箇所がございますが、医療的ケアを受けながら通常学級に

通わせたいという保護者のニーズが高まっていること等により、

事業化を進めてきたところでございます。 

支援の実際としましては、保護者と学校、看護師で支援体制に

ついて十分協議を行った後、医療的ケアが必要な児童生徒が在籍

する学校に、主治医の診断書や指示書を基に看護師が学校を訪問

し、医療行為を行い、ケアを行うという流れとなります。 

９ページにお戻りください。令和７年度の事業費は、１５６万

７,０００円としております。 

続いて１１ページをお願いいたします。№１２ 小学校確かな

学力育成支援事業についてでございます。 

本事業は、児童の学習意欲及び学力向上を目的として、ＡＩド

リルや市独自の学力調査、紙媒体のテスト類を公費負担する事業

でございます。 

事業費は２,３４０万９,０００円でございます。 

№１３ 中学校教科書改訂事業についてでございます。 

本事業は、原則４年に１回行われる教科書の採択が行われた後

に必要となる事業でございます。 

教科書に沿ったきめ細かな学習指導の展開と確かな学力の育成

を目的として、来年度新しくなります中学校の教科書の教科用指

導書等を購入するものでございます。 

事業費は３,７６７万１,０００円でございます。 

続いて１２ページをお願いいたします。№１４ 中学校確かな

学力育成支援事業についてでございます。これは先ほど№１２で

ご説明いたしました小学校の中学校版でございます。 

同じくＡＩドリルや市の学力調査、テスト類の公費負担等が目

的でございます。 

事業費は２,４６６万円となっております。 

続いて№１５ 中学生学びアップ事業についてでございます。 

本事業は、中学生の学ぶ意欲を高め、基礎学力の定着等を目的

としており、中学校１・２年生の希望者を対象として、月２回、
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水曜日の放課後に各学校で教員ＯＢ等の地域人材が指導者となっ

て、数学の学習を行うものでございます。 

事業費は３４４万円でございます。 

１３ページをお願いいたします。№１６ 中学校部活動推進事

業でございます。 

本事業は、中学校における部活動指導体制の充実を推進し、部

活動の質的な向上を図るため、さらに教員の部活動指導に係る負

担軽減を目的として、部活動指導員を配置するものでございます

が、そのほか、部活動の地域移行、最近では「地域展開」という

言葉を使うようになってまいりましたが、地域展開に向け、日田

市立中学校部活動検討委員会を開催し、あわせて、検証をするた

めの先行実施等を行っていくことを目的としております。 

令和６年度から部活動指導員を２名増員して１６名、また、地

域移行の検証のために合同活動を実施することとしており、その

際の指導者を９名確保するようにしております。 

事業費は７６７万９,０００円でございます。 

私からは以上でございます。 

 

学校教育課の説明がありましたが、何かご質疑等があればお願

いいたします。また何かお気づきの点があれば後からでも結構で

すので、よろしくお願いします。 

それでは社会教育課からお願いします。 

 

別冊の１４ページからでございます。 

№１７ 放課後子ども総合プラン事業です。 

本事業は、放課後の子どもたちを対象に、地域の人材を活用し

た多様な体験や学習活動を提供するものでございます。 

令和７年度につきましては、小学生対象のチャレンジ教室が７

教室、小学生・中学生を対象にした未来創生塾が４教室を予定し

ております。 

委託料として合計３７２万６,０００円を計上し、関係者の研修

会、それから統括アドバイザー等への謝金や旅費等合わせまし

て、合計は３８４万８,０００円でございます。 

財源につきましては、県支出金が２５１万３,０００円、残りの

１３３万５,０００円が一般財源でございます。 

続きまして№１８ 地区公民館管理費で、地区公民館２０館及

び分館に係る光熱費の維持管理費２,３２６万５,０００円のう

ち、経年劣化が進む建物や設備の修繕に係る経費でございます。 

１つは、夜明公民館の水中ポンプ制御盤の取替えでございま
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す。夜明公民館は築４２年が経ちますけれども、井戸水を活用し

ております。水中ポンプを制御する基盤が老朽化しており、故障

の際の交換部品がないことから、制御盤の取替えを行う経費とし

て４８万円を計上するものです。 

もう１つは朝日公民館の屋根の修繕で、昭和６０年の建築から

３９年が経過し雨漏り等が見られることから、屋根の修繕とあわ

せて外壁の修繕も行うもので、経費として１,８２０万５,０００

円を計上するものです。 

財源は、全額一般財源です。 

続きまして１５ページをご覧ください。№１９ 市民文化会館

設備等計画補修事業です。補正予算でも説明いたしましたが、パ

トリア日田の設備の故障や事故等を未然防止するため、計画的に

補修や更新を行うものでございます。 

今回の事業概要は、大ホールと小ホールの舞台機構に係る修繕

で、舞台の演出機材等を吊り下げるバトンの高さ調整を行うユ

ニットスイッチの取替えを行うもので、２,９１５万円を計上する

ものです。 

財源は、過疎対策事業債で２,７６０万円を充当し、残り１５５

万円が一般財源となります。 

続きまして№２０ 大山文化センター管理費です。 

令和４年にリニューアルオープンいたしました大山文化セン

ターの管理運営に係る経費で、大山文化センター管理費１,３２４

万４,０００円のうち、自主事業に係る経費です。 

前年度の実績は記載のとおりですが、今年度につきましては現

在６,５００人で、３月末までの目標である８,０００人を達成す

る見込みでございます。 

事業の内容としましては、大山地区住民自治組織を始め、大山

スマイルマルシェ実行委員会と地域団体との連携を図り、事業を

休日に開催するなど、文化芸術と触れ合う機会の提供と、地域の

にぎわいの場の創出を行うもので、事業費として１５１万円を計

上するものです。財源は全額一般財源です。 

私からは以上でございます。 

 

社会教育課の説明について、何かご質疑等がありましたらお願

いいたします。 

チャレンジ教室と未来創生塾の違いを少し説明できますか。 

 

チャレンジ教室につきましては、学習活動のみならず、地域の

人材を活用した多様な体験学習も含めて行う事業で、未来創生塾
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は、学習活動を中心に行うものになっております。 

 

それでは、後程またお気付きがあったらよろしくお願いしま

す。淡窓図書館からお願いします。 

 

１６ページをお願いします。 

№２１ 図書館管理費でございます。図書館の管理運営に係る

予算のうち、施設の今後の在り方について検討を行うものでござ

います。 

淡窓図書館は平成元年の開館後３５年以上が経過し、施設・設

備の老朽化に加え、利用者ニーズも多様化しており、その対応が

求められています。このため、地域の情報拠点施設としてふさわ

しい機能を備え、更に多くの市民に利用される図書館を目指し、

今後の図書館の在り方について、今年度から市民等を交えた検討

会議を設置し検討を行っているもので、来年度は検討結果の取り

まとめを行うものでございます。 

予算額は、図書館管理費のうち、会議出席者の謝礼に係る報償

費及び会議出席に係る旅費、合計７万４,０００円をお願いするも

ので、財源は一般財源でございます。 

１６ページの下段には市民検討会議のスケジュールを掲載して

おります。 

次に１７ページ、№２２ 遠隔地図書貸出事業でございます。 

図書館から離れた地域の市民へのサービス向上を図るため、振

興局及び振興センター管内の地区公民館１０館を通して、図書の

貸出しと返却ができるよう、配送業者への委託事業を行うもので

ございます。 

利用者からの申請により、週に１回、該当の地区公民館に搬出

して貸出しを行い、また返却があれば回収を行います。 

予算額は、本の配送と回収を行う配送業者への委託料 １３万

９,０００円で、振興局・振興センター館内の直近の実績による見

込みで算定しており、財源は一般財源でございます。令和７年度

から配送料金の単価を片道の単価に変更しております。 

１８ページをお願いします。 

下段中央に配送パターンを記載しておりますが、図書館からの

貸出しのみ、公民館からの返却のみ、貸出しと返却が同時の３パ

ターンあります。振興局管内の料金で申しますと、貸出しのみ、

返却のみでも配送料は１,６００円で、同時の場合は配送が８００

円、返却も８００円で、合計１,６００円という料金設定でした

が、これを貸出し、返却を１回とカウントし、１回を市内全域同
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額の７００円という料金設定に変更となります。 

上段は地区ごとの３か年の利用実績を記載しており、今年度に

つきましては１２月末の実績でございます。 

淡窓図書館につきましては以上でございます。 

 

淡窓図書館から説明がありました。何かご質疑等ございます

か。 

１６ページ下段の市民検討会議のスケジュールでは、令和７年

度９月の報告で終わっておりますけれども、その後の見通しなど

は何かありますか。 

 

この報告をもって、今後どのように改修するかなど、基本設計

や基本計画を策定することになるかと思います。 

 

検討会議は一旦ここで終了ということですね。 

それでは次に博物館からお願いします。 

 

１９ページの№２３ 博物館展示資料整備事業でございます。 

予算の内訳は、淡水魚の餌代や水槽の照明器具などの消耗品費

が３７万４,０００円、展示機器のメンテナンスや水槽管理などの

委託料として１０９万４,０００円、化石や剥製など展示資料の購

入費として２０万円を計上しています。 

博物館からは以上でございます。 

 

博物館の説明がございました。何かご質疑等ありますでしょう

か。小鹿田焼の展示について何か宣伝がありますか。 

 

現在「小鹿田焼のきせき」という企画展を１月１１日から行っ

ており、５月１１日まで長く期間を設けております。ゴールデン

ウィークの期間中も行っております。これまで全国からたくさん

の皆さんにお越しいただいており、特に東京都や福岡市などの都

市部から多くお越しいただいております。 

市内の方にももっと来ていただければと思っておりますので、

ぜひこの機会に改めて紹介していただき、博物館にお越しいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。それでは次に文化財保護課からお願

いします。 
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２０ページをお願いいたします。 

№２４ 伝統的建造物群保存事業です。令和７年度の主な事業

概要としまして、町並み保存審議会を年２回開催し、田嶋家、冨

安家の修理・修景が２件、防災施設整備事業として消火栓の設置

を３件、基本設計委託を５件の予定をしております。 

当初予算額として３,２３４万円を計上するものでございます。 

財源内訳として、国は補助率６５％、県が８％、そのほか地方

債、一般財源となっております。 

続きまして№２５ 史跡小迫辻原遺跡整備事業でございます。 

令和７年度は東側の整理・報告書編集作業を行う予定でござい

ます。７年度に報告書を編集し、８年度の刊行に向け取り組んで

いこうと思っております。 

予算は２５８万５,０００円です。予算内訳は記載の通りで、国

庫補助が５０％、県支出金が８％、残りが一般財源となっており

ます。 

続きまして№２６ 長福寺本堂防災施設設置事業になります。 

スケジュールといたしまして、令和７年度は消火設備、自火報

設備等の工事を実施していく予定でございます。 

総事業費としまして８,６５２万２,０００円、事業費の内訳

は、国庫補助が７５％、県が８％、市と所有者がそれぞれ７３５

万５,０００円になります。 

２２ページをお願いいたします。№２７ 文化財保存活用地域

計画推進事業で、新規事業になります。 

昨年１２月に認定を受けました日田市文化財保存活用地域計画

に基づきまして、進捗管理を行うための協議会を新たに組織する

ほか、無形文化財の記録保存の取組を行いたいと思っておりま

す。 

スケジュールといたしまして、４月に計画書・概要版の印刷、

５月に協議会を開催する予定でございます。９月頃を目途に映像

記録保存の準備作業のため、竹田市は既に記録保存をしておりま

すので、視察等を行い、学習していきたいと思っております。 

当初予算額としまして９９万７,０００円で、予算内訳は記載の

通りです。財源内訳としまして、計画書編集経費に定額でござい

ますが、１６万３,０００円が国庫補助の対象になっており、その

ほかは一般財源となります。 

私からは以上です。 

 

文化財保護課の説明に対しまして何かご質疑等はございません

でしょうか。 
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それでは次に咸宜園教育研究センターからお願いします。 

 

２３ページをお願いいたします。№２８ 史跡咸宜園跡管理運

営事業です。 

この事業は、史跡咸宜園跡管理運営事業５２８万２,０００円の

うち、歴史的建造物の修繕等に係る経費１４０万１,０００円につ

いてご説明いたします。 

２４ページをご覧ください。左の写真は、廣瀬淡窓が１８４９

年に書斎として建築した「遠思楼」と呼ばれている２階建ての建

物です。庇や建物の壁面を保護する腰壁の杉皮などは、経年劣化

により傷みが著しいため、修繕を行うものです。 

また、右の写真は１７８１年に建築された淡窓が住居として利

用した秋風庵と呼ばれる建物です。建物周辺には雨水を排水する

溝がございますが、玉砂利の間に土砂が流入し、目詰まりしてい

るため大雨の際は排水ができず、水たまりができてしまいます。

右下の写真の通りでございます。このため、排水が困難となるだ

けでなく、雨水が床下に流れ込み、建物への影響が生じることか

ら改善のために修繕を行うものでございます。 

次に２５ページをお願いいたします。№２９ 世界遺産登録推

進事業です。 

この事業は、咸宜園や豆田町などの教育遺産群について、茨城

県水戸市などと協議会を組織し、世界文化遺産登録を目指す取組

でございます。 

主な取組でございますが、４つの市で構成する教育遺産世界遺

産登録推進協議会に係る経費のほか、調査研究として世界遺産登

録検討委員会の開催に伴う費用などです。 

また普及啓発としまして、市民の機運醸成を図るため、市民団

体への活動支援に係る経費などとなっております。 

続けて№３０ 日本遺産魅力発信推進事業です。 

平成２７年に文化庁から認定をいただいた日本遺産「近世日本

の教育遺産群ー学ぶ心・礼節の本源ー」につきましては、ストー

リーを生かした観光振興と地域活性化の取組を行っております。 

主な取組といたしまして、市民協働による地域活性化につきま

しては、関係機関等で構成する日本遺産活性化懇話会を開催する

ほか、各種団体と協働して咸宜園内での伝統文化体験などを実施

する予定としております。 

また、観光客受け入れ体制の強化では、日本遺産子どもガイド

などの育成を学校現場と協力して引き続き行ってまいります。 

そのほか、普及啓発・情報発信として、例年開催している市民
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公開講座の内容を充実させるほか、全国規模で開催される日本遺

産フェスティバルや日本遺産ＰＲイベントなどでＰＲ出展を行う

など、観光客数の増加に向けて、普及啓発と情報発信に努めてま

いります。 

私からは以上でございます。 

 

時間が１７時になりましたが、このまま説明を続けさせていた

だいてよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それではスポーツ振興課からお願いいたします。 

 

資料２６ページ、№３１ スポーツイベント推進事業でござい

ます。 

本事業は、スポーツによる交流人口の増加を目的として、各種

スポーツイベントの開催に対し補助を行うものでございます。 

補助の内訳としましては、記載の４つの事業に対しまして、開

催事業費補助金等が７９０万円で、合計８５１万円を要求するも

のでございます。 

続きまして№３２ スポーツ激励金等交付事業でございます。 

本事業は、県の代表として大会に参加する個人や団体に対する

激励金の交付及びそれらの大会で優秀な成績を収めた場合の賞賜

金の交付となっております。 

予算の内訳はすべて報償費でございまして、６７０万円となっ

ております。財源はすべて一般財源でございます。 

２７ページ、№３３ スポーツ合宿誘致推進事業でございま

す。 

本事業は、大分県と連携し、トップチームのスポーツ合宿に対

する助成金の一部を負担するほか、市内でスポーツ合宿を行う団

体に対しその費用を助成するものでございます。 

大分県スポーツ合宿事業負担金につきましては、ナショナル

チームやプロ、実業団等、トップチームが大分県内でスポーツ合

宿を行った場合、大分県スポーツ合宿誘致推進協議会が合宿した

団体に大分県スポーツ合宿事業費助成金を交付しております。 

その際に合宿地となった市町村は、その交付した助成金の２分

の１を負担することとなっており、予算額は２５０万円としてお

ります。 

次にスポーツツーリズム推進事業助成金でございますが、こち

らは市内で行うスポーツ合宿に対し、上限６０万円として助成を

行うものでございます。対象は、市内で延べ２０人以上のスポー

ツ合宿を行う団体で、市内の団体も含んでおります。 
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また、スポーツ合宿に関しまして他の補助金等の交付を受ける

団体は助成対象外としております。 

予算額は２５０万円としておりまして、事業全体では負担金と

助成金を合わせて５００万円としており、財源内訳はすべて一般

財源でございます。 

２８ページをお願いいたします。№３４ 体育施設改修事業で

ございます。 

本事業は、市内スポーツ施設の整備改修を行ことにより、市民

の健康増進、スポーツの推進を図るものでございます。 

予算の内訳としましては、修繕料として、夜明トレーニングセ

ンター女子トイレ改修工事費９７万９,０００円、スポーツ施設防

犯カメラ設置工事費７４万４,０００円、工事請負費としまして、

大原テニスコート照明改修工事２,８９０万８,０００円、総合体

育館自動火災報知機設備更新２１０万７,０００円、夜明トレーニ

ングセンター護岸改修工事１７７万７,０００円、合わせまして

３,４５１万５,０００円とするものでございます。 

財源内訳は、過疎対策事業債９１０万円、スポーツ振興くじ助

成金、いわゆる toto 助成金が１,９２７万２,０００円、一般財源

が６１４万３,０００円となっております。 

防犯カメラの設置でございますが、先ほどの学校施設と同様

に、スポーツ施設への不審者の侵入抑止力として、利用者が多く

通常管理人等が居ない施設として、中城体育館、夜明トレーニン

グセンター、それから大原弓道場に設置を予定しております。 

私から以上でございます。 

 

それでは次に学校給食課からお願いします。 

 

２９ページをお願いいたします。№３５ 学校給食センター管

理費のうち、給食調理配送業務委託料でございます。 

事業概要につきましては、記載の通りでございます。 

給食センターは、１３の小学校、７つの中学校と県立日田支援

学校に通う児童生徒及び教職員分の給食を調理しております。令

和７年度の調理数としましては、４,８１２食を見込んでいるとこ

ろです。 

委託内容につきましては記載の通りです。契約内容につきまし

ては、令和６年度に公募型プロポーザルで業者を決定しました。

令和７年度から令和１１年度までの５年間の業務を委託しており

ます。そのうち、令和７年度分の委託料としましては、予算内訳

に記載のとおり１億３,９７６万７,０００円でございます。 
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財源につきましては、県立日田支援学校からの給食実施に対す

る負担金と一般財源でございます。 

№３６ 学校給食センター大規模設備更新事業でございます。 

事業概要については記載の通りです。 

令和７年度は、蒸気回転釜とガス回転釜の更新と、冷蔵庫の更

新の２つを大きな事業として予定しておりまして、このほか、保

守点検、安全点検の指摘に伴う大規模修繕の予算を計上している

ところでございます。 

予算につきましては３,９２４万４,０００円で、財源につきま

しては、過疎対策事業債と一般財源でございます。 

３０ページをお願いいたします。№３７ 学校給食運営事業、

給食費の無償化に係る部分でございます。 

事業概要につきましては記載の通りで、令和６年度から子育て

支援として、保護者の給食費の無償化を実施しているところでご

ざいます。 

令和７年度の市全体の食数につきましては、５,２７６食を見込

んでおります。このうち児童生徒数としましては、令和６年１０

月時点の新年度入学予定者を含め約４,５００人分、こちらが無償

化の対象となるところでございます。給食費につきましては、昨

年度に改定を行い、小学生が４,９００円、中学生が５,５００円

となっております。 

歳入の欄をご覧ください。 

日田市立小中学校に通う児童生徒につきまして、無償化をして

おります。③の無償化の額に記載しております２億４,９７５万

４,０００円が、無償化に必要な額と見込んでいるところです。 

生活保護世帯、県立支援学校に通う児童生徒分、教職員からは

給食費をいただいております。 

合計としまして、２億９,５０２万５,０００円が給食費として

本来入るべき金額であったということになります。この金額につ

きましては、予算内訳の需用費の賄材料費と同額となっておりま

す。 

予算内訳の欄をお願いします。運営事業に係る総額としまして

は、２億９,９５６万５,０００円です。負担金・補助及び交付金

の９９万４,０００円につきましては、無償化の実施に伴い、アレ

ルギー等があるために給食を食べられない児童生徒の保護者に対

し学校給食費相当額を上限に給付金を出しております。 

財源内訳は、国の交付金が１億８,３３６万２,０００円、水郷

ひた応援基金からの繰入金が３,０００万円、諸収入として教職員

等からいただく給食費４,５９２万１,０００円と一般財源となっ
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ております。 

最下段に記載しております無償化に伴う市の財政的な影響額と

しましては、合計で１億９,６８１万３,０００円となっておりま

す。 

私からは以上です。 

 

それでは人権・部落差別解消教育課からお願いします。 

 

３１ページをご覧ください。№３８ 学校人権教育事業の一

部、小中学校講師等派遣についてです。 

本事業は、小中学校の児童生徒の人権感覚を高めること、教職

員の指導力の向上、保護者・地域の人権啓発などを目的とし、講

師やゲストティーチャーの派遣を行うものでございます。 

事業費としましては、講師への報償費、旅費として合計１２１

万６,０００円を一般財源から計上しております。 

私からは以上でございます。 

 

社会教育課からの説明が少し駆け足になってしまいましたけれ

ども、皆さん方から何か全般を通してご質疑等はございますで

しょうか。 

 

博物館の関係ですが、福岡市の方で、博物館で民芸をやってい

てそれを見て日田に来ました、日田の小鹿田も見に来ましたとい

う人がうちに来たので、多分そういう方もいらっしゃるんだなと

思います。今度民芸も小鹿田も両方見に行こうかなと思っていま

す。 

 

日田市内だけでの宣伝ではないということですね。館長から何

かありますか。 

 

民芸という言葉ができましたのが今から１００年前、１９２５

年で、現在、全国的に関連する展示会などが行われています。そ

ういった影響で福岡市でも関連の企画をされたのではなかろうか

と思っております。 

 

ありがとうございます。全体を通してよろしいでしょうか。 

議案第５号につきましては、原案の通り可決してよろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、議案第５号 令和７年度日田市一般会計予算教育費
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については原案の通り可決されました。 

審議については以上となります。 

その他についてお願いします。 

 

次回の定例教育委員会の日程についてでございます。 

令和７年３月期の定例教育委員会は、３月２７日木曜日、１３

時から勉強会、１５時から定例教育委員会でお願いしたいと思い

ます。 

 

 ３月定例教育委員会の日程は、ただ今説明のとおり、３月２７

日木曜日ということでよろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者

あり） 

それではそのようにお願いいたします。 

その他何かございませんでしょうか。 

ご意見がなければ、以上で２月定例教育委員会を閉会いたしま

す。大変お疲れ様でした。 

 

終了時刻：午後５時１４分 

 


